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９月 21日以降における市立小中学校の対応について（通知）

本市教育委員会では、子どもたちの学びを保障するために、感染症対策と教育活動を
両立しながら、９月１日からの分散登校及び９月 13日（月）からの段階的な通常登校
を実施しているところです。
さて、全国的な感染者数につきましては減少傾向にあり、本県においても同様の傾向

が見られます。また、本市における段階的な通常登校開始後においても、感染者数の増
加は見られないことから、9月 21日（火）からの教育活動について、下記のとおりと
させていただきます。ご理解とご協力をお願いします。

記

１ 市立小中学校の通常登校開始
○ 令和３年９月 21日（火）より

２ 学校教育活動について
○ 緊急事態宣言中の対応
・感染リスクの高い教育活動は、実施しません。
・異学年で交流する活動（縦割り班活動、集会等）は控えます。

○ 体調不良や家庭の判断等で登校できない場合には、オンラインを活用しての授
業のライブ配信等を行います。学校へご相談ください。

３ 部活動について
○ 令和３年１０月１日（金）より実施予定

４ 感染防止対策のポイント
（１）健康状態を確認（必ず検温と記録）し、普段と体調が少しでも異なる場合には、

自宅で休養することを徹底してください。
※同居の家族に同様の症状が見られる場合も、登校を控えるようお願いします。
※体調不良や家庭の判断等により登校しない場合には、欠席扱いとしません。

（２）登校する際は、可能な限り不織布マスクの着用をお願いします。
（３）家庭内での感染が増えております。家庭内においても、これまで以上に感染防

止対策を徹底してください。
※お子様やご家族が PCR検査等を受けることになったときには、すぐに学校
へご連絡ください。また、検査結果についても、すぐにお知らせください。

５ その他
○ お子様の様子で、不安やご心配な点などがありましたら、学校または学校教育
課（TEL２０－２２２０）までご連絡ください。


